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前橋市建築基準法許可等に関する要綱 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）に基づ
く許可、認定及び承認（以下「許可等」という。）の基準及び手続について、
法令及び前橋市建築基準法等施行規則（昭和５９年前橋市規則第７号。以下「規
則」という。）並びに関係要綱に定めがあるもののほか、この要綱の定めると
ころによる。 

（市長の責務） 

第２条 市長は、法の適切な施行のため、申請者に対し許可等に係る適切な指導、
助言を行わなければならない。 

 
第２章 手続 

（事前協議） 

第３条 市長が建築審査会の同意又は都市計画審議会の議を経て行う許可等を
受けようとする者は、あらかじめ、事前協議書（様式第１号）に当該許可等に
係る所定の申請図書の写し及び次条に規定する図書を添付して提出し、市長と
事前協議を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、他の法令に基づく手続等に特別な事情があると認
められるときは、同項の規定による図書の添付を当該許可等の申請時までとす
ることができる。 

３ 第１項の事前協議を行う者は、事前協議に際し、当該計画に関連する他の法
令に基づく手続等の状況について、市長に報告するものとする。 

４ 市長は、第１項の事前協議書の提出があったときは、速やかに現地調査及び
書類審査を行い、周辺の環境に対する影響が予測される場合は、関係機関に照
会し、その意見を求めなければならない。 

５ 市長は、事前協議が終了したときは、当該事前協議を行った者に対し、事前
協議終了通知書（様式第２号）を送付するものとする。 
（添付図書） 

第４条 建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「省令」とい
う。）第１０条の４第１項、第４項及び第１０条の４の２第１項に基づき、規 

則第３条第２項第８号で定める「その他市長が必要と認めるもの」は、別表第１
のとおりとする。 
（利害関係者の範囲） 

第５条 本要綱でいう利害関係者とは、当該許可等の申請の敷地（以下「申請敷
地」という。）の境界から周囲５０メートル以内の居住者、建物所有者及び土
地所有者をいう。ただし、次に掲げる者に該当する場合は、この限りでない。 

 (1) 周囲５０メートル以内に当該用途地域以外の用途地域があり、かつ、その
用途地域において禁止されていない用途に供する建築物に係る許可等の申
請の場合のその用途地域内の者 

 (2) 法第４８条第１項から第９項までのただし書の許可の申請で、周囲５０メ
ートル以内に鉄道、河川又は幅員１０メートル以上の公共用道路があり、か
つ、交通量が激しく騒音が著しい等の理由により利害関係人として意見の聴
取をする必要がないと認められた場合の申請敷地から見て鉄道、河川又は公
共用道路の反対側の部分の者 

（中高層建築物） 

第６条 許可等の申請に係る建築物が、前橋市中高層建築物等に関する指導要綱
第２条第１号の中高層建築物等に該当する場合は、同要綱も併せて適用する。 
（包括同意基準） 

第７条 市長は、建築審査会の了承を得たうえで、建築審査会の同意を既に得て
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いるものとして許可することができる基準（以下「包括同意基準」という。）
を定めることができる。この場合において、包括同意基準により許可をしたと
きは、建築審査会に報告しなければならない。 

（許可等の条件） 

第８条 許可等に当たっては、交通面の配慮、公害対策、市街地環境への配慮等
について、相当の条件を付して許可等をすることができる。 
（公開空地の税の減免） 

第９条 前橋市市税条例（昭和２６年前橋市条例第３０２号）第７１条第１項第
２号の規定により、法第５９条の２第１項の規定による許可に係る公開空地部
分の固定資産税の減免を受けようとする者は、同条例第７１条第２項の規定に
基づく申請書を市長に提出することができる。 

 
第３章 許可基準 

第１節 法第４３条第２項第２号の許可 

（運用） 

第１０条 省令第１０条の３第４項に定める基準に基づき行う許可は、次条から
第１３条までに定めるそれぞれの基準に適合する場合に行うものとする。 

２ 申請敷地が法第５２条第１０項の規定に該当する場合における許可の基準
は、第１８条第１項のとおりとする。 

（省令第１０条の３第４項第１号に係る許可基準） 

第１１条 省令第１０条３第４項第１号に規定する基準に基づき行う許可は、次
の各号のいずれにも適合する場合に行うものとする。この場合において、容積
率及び道路斜線制限は、空地等を介して接する法第４２条に規定する道路を前
面道路として適用する。 

(1) 申請敷地が公共団体等で管理している空地等に２メートル以上接してい
ること又は現に通行が可能であること。ただし、群馬県建築基準法施行条例
（昭和５８年群馬県条例第１５号。以下「県条例」という。）により接道に
係る規制がある場合は、その数値以上とする。 

(2) 空地等が法第４２条に規定する道路に接し、安定的・日常的に利用可能な
状況にあり、当該空地等を経由して道路に避難できること。 

２ 包括同意基準に基づき行う許可は、前項に適合するとともに、次の各号のい
ずれにも適合する場合に行うものとする。 
(1) 管理者の通行に係る許可又は同意若しくは承諾があること。 

(2) 既存の２階建て以下の一戸建ての住宅の増改築であること又は空地等の
利用目的に適合する建築物であること。 

（省令第１０条の３第４項第２号に係る許可基準） 

第１２条 省令第１０条の３第４項第２号に規定する基準に基づき行う許可は、
次の各号のいずれにも適合する場合に行うものとする。この場合において、容
積率及び道路斜線制限は、道を前面道路として適用する。 

(1) 道が法第４２条第１項に該当せず、公共機関が築造及び管理するものであ
ること。 

(2) 道が道路と同等の機能を有し、安定的・日常的に利用可能な状況であるこ
と。 

(3) 申請敷地が道に２メートル以上接すること。ただし、県条例により接道に
係る規制がある場合は、その数値以上とする。 

２ 包括同意基準に基づき行う許可は、前項に適合するとともに、道の管理者の
通行に係る許可又は同意若しくは承諾がある場合に行うものとする。 

（省令第１０条の３第４項第３号に係る許可基準） 

第１３条 省令第１０条の３第４項第３号に規定する基準に基づき行う許可は、
次の各号のいずれにも適合する場合に行うものとする。この場合において、容
積率及び道路斜線制限は、河川法（昭和３９年法律第１６７号）による河川、
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指定外道路又は官地等の公共用地（以下「河川等」という。）を介した道路を
前面道路として適用する。 

(1) 申請敷地と道路との間に河川等があるものであること。 

(2) 申請敷地が河川等に接する幅及び河川等又は河川等と通路状の敷地を横
断して敷地から道路に通じる通路の幅は、２メートル以上とする。ただし、
県条例により接道に係る規制がある場合は、その数値以上とする。 

２ 包括同意基準に基づき行う許可は、前項に適合するとともに、次の各号のい
ずれにも適合する場合に行うものとする。 
(1) 河川等の管理者の通行に係る許可又は同意若しくは承諾があること。 

(2) 一軒のみが接する敷地と道路を結ぶ形の指定外道路である場合は、既存の
２階建て以下の一戸建ての住宅の増改築であること。 

 
第２節 法第４４条第１項第４号の許可 

（基準） 

第１４条 法第４４条第１項第４号の規定による許可に係る建築物及び工作物
の用途が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号の基準を適用する。 

(1) アーケード 昭和３０年２月１日付け国消発第７２号・発住第５号・警察
庁発備第２号（アーケードの取扱について（通達））の定めるところにより
取り扱うものとする。 

(2) 道路の上空に設ける通路 昭和３２年７月１５日付け発住第３７号・国消
発第８６０号・警察庁乙備発第１４号（道路の上空に設ける通路の取扱等に
ついて（通知））の定めるところにより取り扱うものとする。 

(3) 建築物の屋上部を連結する通路 昭和４６年１０月１１日付け道政発第
１０７号（建築物の屋上部を連結する通路の取扱いについて（通知））の定
めるところにより取り扱うものとする。 

 
第３節 法第４８条第１項から第１４項までのただし書の許可 

（都市計画との整合性） 

第１５条 法第４８条第１項から第１４項までのただし書の規定による許可（法
第８７条第２項及び第３項並びに第８８条第２項において準用する場合を含
む。）は、都市計画との整合を考慮し、当該申請に係る建築物及び申請敷地が
次の各号のいずれかに該当している場合に行うものとする。 

(1) 許容の用途地域に隣接していること。 

(2) 許容される用途地域に変更されることが確実であること。 

(3) 当該用途地域が既に別の用途地域の形態を示しており、周辺の環境から見
て支障がないと認められること。 

(4) 公共上又は公益上必要な建築物で、周辺地域の環境を害するおそれがない
と認められること。 

(5) 前各号に定めるもののほか、都市計画上支障がないと認められること。 
２ 前項に定めるもののほか、大規模な集客施設に係る法第４８条第６項、第７
項、第１２項及び第１４項のただし書の規定による許可については、平成１８
年１１月６日付け国都計第８２号・国住街第１６１号（都市の秩序ある整備を
図るための都市計画法等の一部を改正する法律による都市計画法及び建築基
準法の一部改正について（技術的助言））の定めるところにより取り扱うもの
とする。 
（用途地域適合性） 

第１６条 法第４８条第１項から第１３項までのただし書の規定による許可（法
第８７条第２項及び第３項並びに第８８条第２項において準用する場合を含
む。）に係る建築物が別表第２のいの欄に掲げる用途地域にある場合は、当該
建築物は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。 

  ただし、第３項又は第４項に掲げる建築物の用途に該当するものについては
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第２号の規定は、適用しない。 
(1) 当該建築物に係る計画が都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第９条
に規定する当該用途地域の主旨を損なわない範囲のものであること。 

(2) 別表第２のろの欄に掲げる用途地域に係る基準に適合していること。 
(3) 当該建築物の規模が当該用途地域において規制する規模の基準より著し
く大きいものではないこと。 

(4) 別表第２の（五）から（七）、（九）及び（十）に掲げる用途地域にあっ
ては、同表のはの欄に掲げる条件に適合していること。 

２ 法第４８条第１項から第１３項までのただし書の規定による許可（法第８７
条第２項及び第３項並びに第８８条第２項において準用する場合を含む。）に
係る建築物が別表第３のいの欄に掲げる用途地域にある場合は、当該建築物は、
同表のろの欄に掲げる条件に適合するとともに、前項第１号及び第３号のいず
れにも該当するものでなければならない。 

３ 法第４８条第１項から第６項までのただし書の規定による許可に係る建築
物の用途が自動車車庫の場合における当該許可の基準は、別紙１のとおりとす
る。 

４ 法第４８条第５項から第７項までのただし書の規定による許可に係る建築
物の用途が自動車修理工場の場合における当該許可の基準は、平成５年６月２
５日付け建設省住街発第９５号（自動車修理工場に係る建築基準法第４８条第
５項から第７項までの規定に関する許可の運用について（通知））及び平成２
４年３月３１日付け国住街第２５７号（自動車修理工場の立地に関する建築基
準法第４８条の規定に基づく許可の運用について（技術的助言））の定めると
ころにより取り扱うものとする。 

 
第４節 法第５１条ただし書の許可 

（基準） 

第１７条 法第５１条ただし書の規定による許可（法第８７条第２項及び第３項
並びに第８８条第２項において準用する場合を含む。）は、第３項から第１６
項までの基準のいずれにも適合する場合に行うものとする。ただし、周辺地域
の生活環境等に配慮がなされていると認められる場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、法第３条第２項の規定により、既存不適格建築物
となっている施設の増築又は用途変更に係る許可の場合は、次項から第５項ま
で及び第７項の規定による基準は、適用しない。 

３ 市街化区域及び市街化区域と市街化調整区域との区分（以下「区域区分」と
いう。）のない区域で、用途地域が定められた区域にあっては、準工業地域又
は工業地域若しくは工業専用地域にあること。ただし、準工業地域にあっては、
法第３条第２項の規定により既存不適格となっている施設又は法第５１条た
だし書きによる許可を受けている施設に係る許可の場合に限る。 

４ 市街化調整区域及び区域区分のない区域で、用途地域が定められていない区
域にあっては、申請敷地が次の各号のいずれかに該当し、かつ、住居系用途地
域、商業系用途地域又は準工業地域の境界及び市街化調整区域内でおおむね５
０戸以上の建築物がおおむね５０メートル以内の間隔で連たんする区域の境
界から、おおむね１００メートル以上離れており、周辺の環境等から見て支障
がないこと。 
(1) 工業地域又は工業専用地域に隣接していること。 
(2) 既に周辺が同種の土地利用の形態を有していること。 
（3）周辺の建築物の建ち並び状況等から見て支障がないこと。 
５ 都市計画道路等都市計画施設との位置関係が適切であること。 
６ 前橋市都市計画マスタープランにおいて、将来的に住居及び商業系の市街化
区域への編入又は用途地域の定めが予想されない場所であること。 

７ 学校、図書館、児童福祉施設、老人福祉施設、社会福祉施設、医療施設、都
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市公園その他これらに類する施設に係る土地の境界から、申請敷地の境界まで
の距離がおおむね１００メートル以上離れていること。また、施設計画に関係
する法令等において別途距離の定めがある場合は、併せて適用する。 

８ 自然環境の保全を図る必要のある地域等で、次に掲げる区域等を含まないこ
と。 
(1) 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第５条の規定により指定され
た国立公園又は国定公園の区域 

(2) 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第１４条の規定により指定
された原生自然環境保全地域及び同法第２２条の規定により指定された自
然環境保全地域並びに群馬県自然環境保全条例（昭和４８年群馬県条例第
２４号）第１２条の規定により指定された県自然環境保全地域及び同条例
第２１条の規定により指定された緑地環境保全地域 

(3) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）
第２８条第１項の規定により指定された鳥獣保護区 

(4) 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第１２条第１項の規定により定
められた特別緑地保全地区 

(5) 都市計画法第９条第２１項の規定により定められた風致地区 
(6) 景観法（平成１６年法律第１１０号）第６１条第１項の規定により定め
られた景観地区 

９ 災害防止等のために保全を図る必要のある地域等で、次に掲げる区域を含
まないこと。 
(1) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の規定により指定された
保安林の区域及び同法第４１条の規定により指定された保安施設地区 

(2) 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定された土地
の区域 

(3) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の規定によ
り指定された地すべり防止区域 

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７
号）第３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 

(5) 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第３条第１項の規定に
より指定された宅地造成工事規制区域 

(6) 河川法第６条第１項各号に規定する河川区域 
(7) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成
１２年法律第５７号）第６条第１項の規定により指定された土砂災害警戒区
域及び同法第８条第１項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域 

１０ 申請敷地から幹線道路までの搬出入等の経路は、次の各号のいずれにも適
合するものであること。 
(1) 増加が予想される交通量及び使用する車両等に対応した適切な道路幅員
を有すること。 

(2) 可能な限り、通学路や住宅地を避けるなど適切であること。やむをえず重
複する場合は、歩行者及び自転車の安全な通行に配慮されたものであること。 

１１ 車両の出入口は、交通安全上支障がない位置及び構造とすること。 
１２ 申請敷地周辺の交通に影響を及ぼさないよう、敷地内に搬出入車両の作業
スペース等を設けること。また、必要に応じ、施設利用者及び従業員のための
駐車場を確保すること。 

１３ 必要に応じ、緩衝緑地、緑地帯などが設けられていること。 
１４ 前橋市景観条例（平成２２年前橋市条例第１５号）及び前橋市景観計画に
基づき景観に配慮した計画であること。 

１５ 環境基準、大気保全、水質保全、土壌保全、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、
廃棄物処理、自然保護、災害防止等に係る関係法令を遵守するとともに、環境・
公害防止対策に十分配慮すること。 



 - 6 - 

１６ 第５条で規定する利害関係者及び必要に応じて周辺住民等に当該計画等
を説明し、理解を得るよう努めること。 

 
第５節 法第５２条第１０項及び同条第１４項の許可 

（基準） 

第１８条 法第５２条第１０項の規定による許可の基準は、昭和５９年４月１９
日付け住街発第３３号（建築基準法第５２条第４項の許可準則に関する技術基
準について（通達））の定めるところにより取り扱うものとする。 

２ 計画建築物及び工作物の用途が、法第５２条第１４項第１号の規定に該当す
る場合の許可の基準は、平成２３年３月２５日付け国住街第１８８号（建築基
準法第５２条第１４項第１号の規定の運用等について（技術的助言））の定め
るところにより取り扱うものとする。 

 
第６節 法第５６条の２第１項ただし書の許可 

（基準） 

第１９条 法第５６条の２第１項ただし書の規定による許可の対象は、実際の日
影が周囲の居住環境を害するおそれがなく、次の各号のいずれかに該当する場
合とする。 

(1) 不適格な日影を生じさせる土地が、高圧送電線用の鉄塔敷、変電所内にあ
る変電施設用地その他これらに類するもので、将来においてもこれら以外の
利用に供される可能性がないと判断されるもの 

(2) 学校、病院の敷地等で、建築物の平均地盤面と実際に日影を生じる地盤面
との間に著しい高低差を生じるため、不適格な日影を生じさせることとなる
が、日影規制をそのまま適用することが不合理であると認められるもの 

(3) 敷地境界線からの水平距離が１０メートルを超える範囲の部分に不適格
な日影を生じさせるが、敷地の周囲の土地の利用状況により、他の建築物に
よる日影時間の増加を生じさせることがなく、実質的に隣地の目標日照時間
を余裕をもって確保できるもの 

(4) 既存不適格建築物において、増築等（増築、移転、大規模の修繕及び模様
替をいう。以下同じ）を行う場合で、当該増築等によって生じる新たな目標
日照時間の悪化をもたらさない等日影の影響が軽易なもの 

２ 法第５６条の２第１項ただし書の規定による許可の申請をする者は、日影規
制値を超える対象者（土地所有者、土地占有者、家屋所有者及び家屋占有者を
いう。）に日照時間等を説明し、理解を得るよう努めること。また、その結果
を報告するものとする。 

３ 包括同意基準に基づき行う許可は、第１項第４号に適合するとともに、次の
各号のいずれにも適合する場合に行うものとする。 
(1) 増築等の単独日影の等時間日影（法に定めた５メートル規制値又は１０メ
ートル規制値のそれぞれの日影をいう。）が日影規制に適合すること。 

(2) 既存建築物の等時間日影の不適格部分より、新たな複合日影（既存建築物
と計画建築物の日影を複合した等時間日影をいう。）による不適格な等時間
日影が増加しないこと。 

 
第７節 法第５９条の２第１項の許可 

（許可方針） 

第２０条 総合設計に係る許可は、法に定めるほかよりよい街づくりの観点、建
築群としての防災性、周囲の土地の状況等を勘案し総合的判断に基づいて行う
ものとする。 

（基準） 

第２１条 法第５９条の２第１項の規定による許可の基準は、原則として、平成
２３年３月２５日付け国住街第１８６号（建築基準法第５９条の２の規定の運
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用について（通知））の定めるところにより取り扱うものとする。 

２ 絶対高さ制限、道路斜線制限等に関する緩和をする場合においても、第１項
の基準に規定する公開空地を確保するものとする。 

 
第８節 その他 

 （その他） 
第２２条 この要綱で基準を定めていない許可等については、都市計画上の支障
の有無、公共性、公益性、交通面の配慮、公害対策、市街地環境への配慮、関
係法令との適合性、安全性等を勘案し、許可等をすることができる。 

２ 許可等に関する通知、通達及び技術的助言等（以下、「技術的基準等」とい
う）が国土交通省から別途定められた場合は、当該基準等に基づいて、許可等
をすることができる。 

３ 許可等に関する技術的基準等については、法改正による条文の読み替えを行
い、適切に運用するものとする。 

 
附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年７月１日から施行する。 
  附 則 
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
  附 則 
この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
  附 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この要綱は、平成３１年１月１日から施行する。 
２ この要綱の施行前に許可等に係る事前協議又は申請がなされたものの基

準及び手続については、なお従前の例による。 
 附 則 

１ この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 
２ この要綱の施行前に許可等に係る事前協議又は申請がなされたものの基

準及び手続については、なお従前の例による。 
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参考－ 

都市計画法 

第九条 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護す
るため定める地域とする。 

２ 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を
保護するため定める地域とする。 

３ 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護
するため定める地域とする。 

４ 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環
境を保護するため定める地域とする。 

５ 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。 

６ 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。 

７ 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の
増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とす
る。 

８ 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住
宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 

９ 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを
主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とす
る。 

１０ 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地
域とする。 

１１ 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便
を増進するため定める地域とする。 

１２ 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。 

１３ 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。 
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別表第１

記
号

条項 規定内容

申
請
理
由
書

日
影
図

流
末
処
理
施
設
図
等

利
害
関
係
者
位
置
図

同
意
書

（
利
害
関
係
者

）

協
議
報
告
書

（
利
害
関
係
者

）

設
備
機
械
・
収
納
施
設
等
配
置
図

設
備
機
械
・
収
納
施
設
等
一
覧
表

手
続
省
略
通
知
写
し

設
置
協
議
終
了
通
知
書
写
し

公
害
関
係
調
査
報
告
書

占
用
許
可
書
写
し

開
発
許
可
書
写
し

用
途
地
域
図

周
辺
状
況
図

1 認 ３条１項４号 保存建築物原形再現 □ □
5 認 ４２条２項 二項道路中心後退距離特例 □ □
6 許 ４３条２項２号 接道規定 □ □ □
7 許 ４４条１項２号 道路内建築制限特例（公益） □ □
8 認 ４４条１項３号 道路内建築制限特例 □ □
9 許 ４４条１項４号 道路内建築制限特例（公共歩廊等） □ □
10 許 ４７条ただし書 壁面線建築制限特例 □ □
11 許 ４８条１～１３項ただし書 用途地域制限特例 □ □ □ □ □ □ □ □
12 許 ４９条１項 特定業務地区建築条例制限緩和 □ □ □ □
13 許 ５１条ただし書き 特殊建築物位置規制特例 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
14 許 ５２条７、８、１１項 容積率規制特例 □
15 許 ５３条４項３号 建蔽率規制特例 □
16 許 ５４条の２、１項２号 一低建築面積規制 □ □ □
17 認 ５５条２項 一低高さ制限特例 □ □ □ □
18 許 ５５条３項１・２号 一低高さ制限特例 □ □ □
19 許 ５６条２、１項ただし書 日影規制特例 □ □ □ □ □
20 認 ５７条１項 高架上建築物高さ制限特例 □ □
21 許 ５７条の２、３項 高層住居誘導地区建築面積特例 □ □ □
22 許 ５９条１項３号、４項 高度利用地区内建築規制特例 □ □ □
23 許 ５９条の２、１項 総合設計制度許可 □ □ □
24 許 ６８条の２、１項 地区計画条例公益建築物制限緩和 □ □ □ □ □ □
25 認 ６８条の３、１・４・５項 地区計画建築制限特例 □ □
26 認 ６８条の４、１・２・３項 住宅高度利用地区内建築規制特例 □ □ □
27 許 ６８条の４、４項 住宅高度利用地区内建築規制特例 □ □ □ □ □
28 認 ６８条の５、１項 再開発地区計画地域内規制特例 □ □ □
29 許 ６８条の５、２項 再開発地区計画地域内規制特例 □ □ □ □ □
30 許 ６８条の７、５項 地区計画内予定道路規制 □
32 許 ８５条３項 非常災害仮設建築物期間延長特例 □
33 許 ８５条４項 仮設建築物特例 □
34 認 ８６条１項 総合的設計一団地認定 □ □ □
35 認 ８６条２項 既存建築物含総合的設計一団地認定 □ □ □
36 認 ８６条の２、１項 同一敷地内建築物以外建築物認定 □ □ □
37 認 ８６条の５、１項 複数建築物の認定取消 □
38 認 ８６条の６、２項 一団地住宅施設制限緩和 □ □ □

用途変更の用途地域制限緩和 □ □ □ □ □ □ □ □
用途変更の位置規制特例 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
工作物の用途地域規制緩和 □ □ □ □ □ □ □ □
工作物の位置規制特例 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

41 認 令１３１条の２、２・３項 みなし前面道路特例 □ □
42 認 令１１５条の２、１項４号 防火壁免除認定 □ □

39 許 ８７条２・３項

40 許 ８８条２項
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別表第２　許可可能な建築物の用途（１）
い ろ

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第一種住居地域

第二種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

準住居地域

近隣商業地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

商業地域

準工業地域

別表第３　許可可能な建築物の用途（２）
い

準工業地域

は

（一） 第一種低層住居専用地域 －

（二） 第二種低層住居専用地域 －

（三） 第一種中高層住居専用地域 －

（四） 第二種中高層住居専用地域 －

（五） 第一種住居地域

工場にあっては、学校、図書館、病院、患者の収容施設のある
診療所、身体障害者施設、幼稚園、保育所、老人福祉施設、公
園、上水道水源施設からおおむね１００メートル以上の距離を有
すること。

（六） 第二種住居地域

（七） 準住居地域 近隣商業地域

（八） 田園住居地域 －

（九） 近隣商業地域
工場にあっては、学校、図書館、病院、患者の収容施設のある
診療所、身体障害者施設、幼稚園、保育所、老人福祉施設、公
園、上水道水源施設からおおむね１００メートル以上の距離を有
すること。（十） 商業地域 準工業地域

ろ

（一） 周辺に悪影響を及ぼさないと認められるものであること。

（二） 工業地域

混合的形態をしている地区で申請建築物に対する危険がないと認められるもの。

地域内の社会活動に関連して直接利益、利便を与えるもので、かつ、工業の利便上必要と認められ
るもの。

（三） 工業専用地域

混合的形態をしている地区で申請建築物に対する危険がないと認められるもの。

地域内の社会活動に関連して直接利益、利便を与えるもので、かつ、工業の利便を害するおそれが
ないと認められるもの。


